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○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
五
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
号

　
　
　

大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
規
則
第
百
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
認
め
る

も
の
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
優
良
認
定
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は

第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
九
号
（
積
替
え
又
は
保
管
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

優
良
認
定
業
者
が
設
置
し
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
う
ち
、
搬
入
さ
れ
た
県
外
産
業
廃
棄
物
の

　
　

減
量
又
は
再
生
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
に
搬
入
す

　
　

る
場
合
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
を
知
事
に
届
け
出
、
か
つ
、
搬
入
後
そ
の
実
績
を
知
事
に

　
　

報
告
す
る
場
合

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
九
号
（
積
替
え
又
は
保
管
を
委
託
す
る
場

合
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

た
だ
し
、
環
境
保
全
協
力
金
の
納
入
が
発
生
し
な
い
場
合
は
、
県
外
産
業
廃
棄
物
搬
入
協
定
書
（
第
九

　

号
様
式
の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「氏

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「氏

名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「許

可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

」
を
「都

道
府
県
・
市
名
、
許
可
番
号

及
び
許
可
の
有
効
年
月
日

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
及
び
図
面
の
５
中
「収

集
、
運
搬
、
保
管
又

は

」
を
削
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「適

合
通
知
書

」
を
「結

果
通
知
書
番
号

」
に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
「適

合
通
知
書

」
を
「結

果
通
知
書
番
号

」
に
改
め
る
。

　

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
九
号
様
式
中
「適

正
な
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
乙
が
確
認
す
る
ま
で
の
間

」
を
「乙

が
適
当
と
認
め

る
期
間
中

」
に
改
め
、
「記
名
押
印

」
の
次
に
「又

は
署
名

」
を
加
え
、
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
の
二
中
「適

正
な
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
乙
が
確
認
す
る
ま
で
の
間

」
を
「乙

が
適
当
と

認
め
る
期
間
中

」
に
、
「終

了
す
る

」
を
「終

了
し
、
条
例
第
１
５
条
に
基
づ
き
、
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬

入
状
況
を
知
事
に
報
告
し
た

」
に
改
め
、
「記

名
押
印

」
の
次
に
「又

は
署
名

」
を
加
え
、
「㊞

」
及
び

「印

」
を
削
る
。

　

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
8
号
様
式
(
第
1
6
条
関
係

)
 

第
 
 
 
 
 
号
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県
外
産
業
廃
棄
物
搬
入
協
議
結
果
通
知
書
 

 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
付
け
で
協
議
の
あ
り
ま
し
た
上
記
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
基
準
に
適
合

す
る

(
し
な
い
)
と
認
め
る
の
で
、
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
第
1
2
条
第
3
項
の
規

定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。
 

記
 

(
1
)
県
外
産
業
廃

棄
物
を
排
出

す
る
事
業
場
 

名
称
 
 
 

所
在

地
 
 
 

(
2
)
搬
入
先
の
産

業
廃
棄
物
処

理
施
設
等
 

名
称
 
 
 

所
在

地
 
 
 

処
分

方
法
 
 
 

(
3
)
搬
入
し
よ
う

と
す
る
県
外

産
業
廃
棄
物
 

識
別

番
号
 

種
類

(
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
は
別

書
き
と
す
る
。
)
 

数
量

(
単
位
：
ト
ン

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 
 
 

(
4
)
搬
入
期
間
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 
 
 
年
 
 
月
 

 
日
ま
で
 

(
5
)
特
記
事
項
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第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

改
正
後
の
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

　

う
。
）
に
よ
る
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
協
議
そ
の
他
の
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

　

日
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
規
定
す
る
様
式
に
よ

　

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
0
号
様
式
(
第
1
8
条
関
係

)
 

県
外
産
業
廃
棄
物
搬
入
実
績
報
告
書
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

住
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)
 

電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
大
分
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
第

1
2
条
第

3
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
県
外

産
業
廃
棄
物
の
搬
入
の
実
績
(
 
 
年
 

 
月
か
ら

 
 
年
 
 
月
ま
で
)
に
つ
い
て
、
同
条
例
第
1
5
条
の

規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

(
1
)
県
外
産
業
廃

棄
物
を
排
出

し
た
事
業
場
 

名
称
 
 
 

所
在

地
 
 
 

電
話

番
号
 
 
 

(
2
)
結
果
通
知
書

番
号
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
付
け

 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

(
3
)
搬
入
先
の
産

業
廃
棄
物
処

理
施
設
等
 

名
称
 
 
 

所
在

地
 
 
 

(
4
)
搬
入
し
た
県

外
産
業
廃
棄

物
(
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
)
 

識
別

番
号
 

種
類

(
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
は
別

書
き
と
す
る
。
)
 

数
量

(
単
位
：
ト
ン

)
 

小
数
点
第
3
位
ま
で
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

.
 
 

 
 

ト
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
.
 
 

 
 

ト
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
.
 
 

 
 

ト
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
.
 
 

 
 

ト
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
.
 
 

 
 

ト
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
.
 
 

 
 

ト
ン
 

合
計
 
 
 

処
分

方
法
 
中
間
処
理

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
・
最
終
処
分
 

(
5
)
搬
入
期
間
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
付
け

 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

備
考
 

 
1
 
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
先
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
ご
と
に
別
葉
と
す
る
こ
と
。
 

 
2
 
最
終
処
分
場
に
県
外
産
業
廃
棄
物
を
搬
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
県
外
産
業
廃
棄
物
を
排
出

し
た
事
業
者
が
中
間
処
理
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
中
間
処
理
業
者
に
当
該
県
外
産
業
廃
棄
物
の

処
分
を
委
託
し
た
排
出
事
業
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
業
種
並
び
に
当
該
中
間
処
理
業
者
が
処
分
の

委
託
を
受
け
た
県
外
産
業
廃
棄
物
の
種
類
を
記
載
し
た
書
類

(
様
式
任
意
)
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 

 


